
立替払事務取扱要領 

平成 19 年 4 月 1 日制定 

改正 平成 24 年 1 月 11 日 

平成 28 年 5 月 2 日 

平成 30 年 3 月 5 日 

平成 31 年 2 月 7 日 

令和 3 年 3 月 17 日 

令和 4 年 3 月 18 日 

令和 5 年 3 月 15 日 

令和 6 年 3 月 28 日 

令和 6 年 11 月 7 日 

（目的） 

第１条 この要領は、公立大学法人下関市立大学会計規程（平成２８年規程第１２号。

以下「会計規程」という。）第２０条に基づく立替払に関し、必要な事項を定めるこ

とを目的とする。 

（立替払の定義） 

第２条 この要領で立替払とは、本学に勤務する役員及び職員（以下「役員等」とい

う。）で支払権限のないものが、一時的に私金によって支出をなし、後日支払権限者

にその支払を請求するものをいう。 

（立替払の範囲） 

第３条 立替払は、立替払をしなければ事務の執行に支障を及ぼす場合又は研究の遂

行上必要な場合に限るものとし、安易に役員等が立て替えることのないよう十分注

意するものとする。 

（対象経費） 

第４条 会計規程第２０条第１項に規定する立替払をすることができる経費は、次に

掲げるものとする。ただし、第１号から第１３号までに掲げるものは金額（消費税

及び地方消費税相当額を含む。）が一件あたり１０万円未満のものとする。 

(1) 駐車場料金 

(2) 自動車燃料費 

(3) 会議費 

(4) 会場使用料 

(5) 郵送料及び荷物送料 

(6) 講習会等の講習料及びテキスト代 

(7) 複写料金 

(8) 現金若しくはクレジットカード等による支払いでしか契約できない業者への

支払 

(9) 学会等の参加登録費（懇親会費が含まれている場合は、その額を控除するもの

とする。）、入会費及び年会費 



(10) 教員研究費により支出する論文の投稿料、掲載料及び別刷代 

(11) 教員研究費により支出する校閲料、翻訳料及びテープ起こし料（個人又は個人

事業主に依頼する場合を除く。） 

(12) その他真にやむを得ないと認められるもの 

(13) 前各号及び第１５号の立替払を銀行振込等により行った場合において、当該振

込等のために要した手数料（以下「振込手数料」という。） 

(14) 教員研究費により支出する経費のうち、購入金額（送料、振込手数料、消費税

及び地方消費税相当額を含む。）が図書（雑誌含む。）については１冊あたり５千

円未満のもの及び物品については１品あたり３万円未満のもの（備品の管理に関

する要領第２項第２号に規定する物品を除く。）。ただし、同日に同店舗での購入

金額の合計額が１０万円を超えない場合に限る。 

(15) 下関市立大学学術論文掲載料助成制度に規定する対象経費 

２ 前項第１２号の規定により立替払をしようとするときは、立替払承認申請書（様

式第１号）により、あらかじめ出納管理者の承認を得なければならない。 

（方法） 

第５条 立替払を行う役員等（以下「立替者」という。）は、事前に執行伺等により出

納管理者に承認を得るものとする。ただし、緊急を要する場合は、立替払後、速や

かに報告し、承認を受けるものとする。 

２ クレジットカードを使用する場合は、立替者本人のクレジットカードを使用する

ものとする。 

（請求方法） 

第６条 立替者は、立替払請求書（様式第２号）に領収証書（クレジットカードを使

用した場合は、利用が証明される証票）を添付して、総務部経理課の支出担当職員

（以下「支出担当者」という。）に提出するものとする。ただし、教員研究費により

支出する場合は、別に定める様式により提出するものとする。 

２ 支出担当者は、前項に規定する書類を受付けた場合は、立替払報告簿（様式第３

号）に内容を転記したものを添えて、速やかに出納管理者へ報告するものとする。 

（事務手続） 

第７条 立替払の振替伝票の整理及び検査の時期は、立替払請求書が提出されたとき

とする。 

附 則 

この要領は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成 24 年 1 月 11 日改正） 

この要領は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成 28 年 5 月 2 日改正） 



この要領は、平成２８年５月２日から施行する。 

附 則（平成 30 年 3 月 5 日改正） 

この要領は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（平成 31 年 2 月 7 日改正） 

この要領は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（令和 3 年 3 月 17 日改正） 

この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和 4 年 3 月 18 日改正） 

この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和 5 年 3 月 15 日改正） 

この要領は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和 6 年 3 月 28 日改正） 

この要領は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則（令和 6 年 11 月 7 日改正） 

この要領は、令和６年１１月７日から施行し、令和６年４月１日から適用する。



様式第１号（第４条関係）  

立替払承認申請書 

 

    年   月   日 

 

（宛先）出納管理者 

所属： 

職名： 

氏名： 

 

立替払事務取扱要領第４条第２項の規定に基づき、下記のとおり申請いたしますの

で、承認願います。 

記 

 

１．承認を求める事項 

 

２．立替払を行う者（所属・職名等・氏名） 

 

３．立替払の内容及び金額 

 

４．立替払を行う理由 

 

５．支出予算 

  部 署： 

  予 算 科 目： 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------- 

（記入上の注意） 

・立替払の金額が確定していない場合は、「概算額 ○○円」と記載すること。 

承 

認 

出納管理者 

 



様式第２号（第６条関係） 

 

 

 

立替払請求書 

 

 

 一金                円也 

ただし、                    として 

 

 

 

上記のとおり立替払しましたので、別紙「領収書」を添付の上、請求します。 

 

 

 

        年  月   日 

 

（宛先）公立大学法人下関市立大学 理事長 

 

 

 

              （請求者） 

                所属又は職名 

                 

                氏   名 

 

 



様式第３号（第６条関係） 

立 替 払 報 告 簿 

 

 

 

 

受付日 受付者 
立  替  者 
所属又は職名 

立替者 
氏 名 

内容 立替金額 
出納管理者 

確認印 

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      


